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１ 実施要領等の定義

この実施要領は、令和７年度中及び令和８年４月から開始する宮崎市病児保育事業業務を行う

事業者の募集に関して必要な事項を定めるものとし、本実施要領に以下の資料を併せて「実施要

領等」とする。

なお、受託候補者の選定にあたっては、価格のみによる競争では本事業の目的を達成できない

業者が選定される恐れがあることから、専門的な知識・経験を有する事業者からの提案を評価す

るため、公募型企画提案方式を採用する。

【資料】

①宮崎市病児保育業務委託仕様書

：市が受託者に要求する具体的な業務仕様を示すもの。以下、「仕様書」という。

②添付資料

：参加申込書等の様式集

２ 業務概要

（１）業務実施対象地域

① 大塚地区・大淀地区・生目地区・高岡地区（以下、「大塚地区」という。）

② 中央地区・大宮地区・北地区

③ 檍地区

④ 住吉地区・佐土原地区

⑤ 田野地区・清武地区

（２）業務委託期間

下記のとおり、単年度ごとの業務委託契約を締結する。

大塚地区： 令和８年１月１日から令和８年３月３１日まで

大塚地区以外：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

※ただし、市の予算の範囲内において、令和１０年度まで更新できるものとする。

（３）業務内容

仕様書を参照

３ 参加資格

本選定に参加しようとする事業者（以下、「応募事業者」という。）は、次の要件を満たしてい

ること。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないもので

あること。

（２）宮崎市こども計画に定める提供区域内における確保方策を維持するとともに、仕様書に基

づき、業務を安定かつ継続的に実施することが可能であること。

（３）市を除く他の制度の公的財源により運営されている病児保育事業者でないこと。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続き開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申

立ての事実がある等、経営状況が著しく不健全であると認められるものでないこと。

（５）国税並びに市税について滞納がないこと。
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（６）本業務の公表から契約締結日のいずれの日においても、宮崎市物品売買等の契約に係る指

名停止等の措置に関する要綱（平成１２年１２月２０日告示第３５０号）及び宮崎市建設工

事等に係る指名停止等の措置を受けていないこと。

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経営を支

配する企業又はこれに準ずる者でないこと。

４ 申請に係る留意事項

（１）応募事業者は、企画提案書一式の提出をもって、この実施要領の記載内容を承諾したもの

とみなされる。

（２）提案した内容は、実現を約束したものとみなされる。

（３）提出書類に関する留意事項は以下のとおりとする。

①企画提案書等の著作権は、応募事業者に帰属する。ただし、市が宮崎市情報公開条例（平成

１４年条例第３号）に基づき企画提案書等の内容を公表する場合、その他市が必要と認める

ときには、市は企画提案書等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。

②事業契約に至らなかった応募事業者の事業提案書等については、市による事業者選定過程等

の説明以外の目的には使用しないものとする。

③提出を受けた書類は返却しない。

④提出書類は、選定等のために必要な範囲内で複製を作成することがある。

⑤申請に際して使用する言語は日本語、通貨単位は日本国通貨、時刻は日本標準時に限る。

⑥用紙はすべて（添付する図表も含む）Ａ４判で統一し、ページ番号を付すこと。

⑦提出書類は、書類番号順にセットして、インデックス（見出し）を貼り、ファイリングして提

出すること。

⑧証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内のもので、それぞれ発行官公署におい

て定められた様式を使用すること。

⑨期限を過ぎた提出は一切受け付けない。

⑩申請書類の提出後、審査において必要な場合は、書類の追加提出や補正を求めたり、記載内

容に関する聞き取り調査を行ったりすることがある。

（４）応募に関して必要な費用は、全て応募事業者の負担とする。
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５ 申請の手続

（１）選定スケジュール

（２）実施要領等の配布期間及び配布場所

①配布期間

令和７年９月１日（月）～ 令和７年９月２２日（月）※土曜日、日曜日、祝日を除く。

各日午前８時４５分から午後４時３０分まで。

②配布場所

宮崎市子ども未来部保育幼稚園課（市役所本庁舎１階）

または宮崎市のホームページからダウンロード（https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/）

（３）質問書の受付及び回答

質問がある場合には、様式第５号を用いて電子メールで提出するものとする。メール送

信時には、件名に「【病児保育質問書】」の文言を付すものとし、送信時には必ず電話（市

保育幼稚園課 ０９８５－２１－１７７４）で受信の確認を行うこと。

【受付期間】 令和７年９月１日（月）～令和７年９月９日（火）午後４時３０分

【提 出 先】 宮崎市子ども未来部保育幼稚園課（担当：大野）宛

メールアドレス：10jidou-hoiku@city.miyazaki.miyazaki.jp

【回答方法】 実施要領等に関して提出された質問に対する回答は、令和７年９月１２日

（金）午後４時３０分までに市ホームページにて公表する。

なお、簡易な事項（実施要領や仕様書の記載内容の確認等）については、

その都度個別に回答することがある。

（４）参加申込書の提出

①提出書類

別添「令和７年度宮崎市病児保育事業業務受託候補者選定に係る提出書類及び作成上の留

意事項」を参照。

項 目 日 時

実施要領等の公表 令和７年９月１日（月）

質問の受付期限 令和７年９月９日（火）午後４時３０分まで

【 質問の回答（最終）】 令和７年９月１２日（金）

参加申込書兼誓約書等の提出期限 令和７年９月２２日（月）午後４時３０分必着

【 参加資格の通知 】 令和７年９月３０日（火）までに通知発送

提案書等の提出期間 令和７年１０月１日（水）午前９時から

令和７年１０月１４日（火）午後４時３０分まで

プレゼンテーション及びヒアリング 令和７年１０月下旬（別途通知）

結果通知公表 令和７年１１月７日（金）までに通知発送

契約 令和７年１１月中旬～ 【大塚地区のみ】

令和８年３月下旬～ 【大塚地区以外】

業務開始 令和８年１月１日（木）【大塚地区のみ】

令和８年４月１日（水）【大塚地区以外】
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②提出先

〒８８０－８５０５ 宮崎市橘通西１丁目１番１号

宮崎市子ども未来部 保育幼稚園課（担当：大野）宛

③提出期限

令和７年９月２２日（月）午後４時３０分まで（持参の場合は閉庁日を除く。）

④提出方法

持参又は郵便（期限内必着）に限る。

⑤参加資格の認定通知

参加資格の認定通知は、令和７年９月３０日（火）までに郵送する。

⑥参加資格が認められなかった者に対する理由の説明

参加資格が認められなかった者は、令和７年１０月３日（金）までに書面（任意様式）によ

り、理由について説明を求めることができる。

（５）企画提案書等の提出

①提出書類

別添「令和７年度宮崎市病児保育事業業務受託候補者選定に係る提出書類及び作成上の留

意事項」を参照

②提出先

〒８８０－８５０５ 宮崎市橘通西１丁目１番１号

宮崎市子ども未来部 保育幼稚園課（担当：大野）宛

③提出期限

令和７年１０月１４日（火）午後４時３０分まで（持参の場合は閉庁日を除く。）

④提出方法

持参又は郵便（期限内必着）に限る。

６ 審査及び選定に関する事項

（１）選定委員会事務局による審査（１次審査）

資格要件の適合状況を事務局（保育幼稚園課）が審査する。

（２）選定委員会による審査と受託候補者の選定（２次審査）

選定委員会において、提出書類の審査に加え、応募事業者による企画提案説明（プレゼンテ

ーション）及びヒアリングを実施して審査を行い、得点の最も高い者を受託候補者とする。選

定委員会は、必要に応じて事業実施予定施設の現地確認を行うことがある。

・得点が最も高い者が複数いる場合は、選定委員会の協議により受託候補者を決定する。

・参加者が１者の場合であっても、選定委員会による審査を実施し、受託候補者を決定する。

・以下に該当する場合は「失格」とする。

審査員採点（基礎点）の合計得点が満点の６割を下回る場合

選定委員の構成（５名）

学識経験者（２名） 小児科医

公立保育所長 子ども未来部長
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（３）企画提案説明（プレゼンテーション）及びヒアリングの実施方法

①実施方法

１事業者あたりの制限時間は、プレゼンテーション５分以内、ヒアリング１０分以内の計

１５分とする。

（注意事項）

・出席者は、１事業者あたり３名までとする。

・プロジェクター・スクリーン・パソコン等は本市が準備するものとする。ただし、各自持ち

込みも可とする。

・本市が準備したプロジェクター等を使用する場合は、当日使用するデータ等を事前に提出

すること。

②日時及び会場

後日文書にて各応募事業者へ通知する。

（４）選定結果等の通知及び公表

受託候補者を決定後、申請者全員に郵送にて通知を行い、併せて本市のホームページに掲載

するものとする。（令和７年１１月上旬予定。）。
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（５）審査項目

提案書等の内容について評価及びヒアリングを行い、次のとおり点数化を行う。

特に
優れ
てい
る

優れ
てい
る

普通
劣っ
てい
る

かな
り
劣っ
てい
る

1 応募動機について(事業に対する意欲や熱意があるか) B 5 5 4 3 2 1

2 事業に対する理念 B 5 5 4 3 2 1

3 事業の趣旨を十分に理解した提案・事業計画となっている B 5 5 4 3 2 1

4 実施予定地は事業を実施する上で適格（利便性など）である A 10 10 8 6 4 2

5 保育及び看護方針について A 10 10 8 6 4 2

6 預かり児童の健康管理について A 10 10 8 6 4 2

7 感染症対策に関する取り組みについて A 10 10 8 6 4 2

8
医療機関等との連携体制の構築に関する取り組みについてまた、
医療機関以外の法人等の場合は、協力医の確保に向けての取り組
みについて

A 10 10 8 6 4 2

9 衛生管理に関する取り組みについて A 10 10 8 6 4 2

10
事業を確実に運営できる人員配置計画となっている（職員の急な
体調不良等、緊急時にも対応可能な体制作り）

A 10 10 8 6 4 2

11 職員の育成（研修等）に関する取り組みについて A 10 10 8 6 4 2

12 職員の確保（採用計画や離職対策等）に関する取り組みについて A 10 10 8 6 4 2

13 地域や保護者との信頼関係の構築への取り組みについて A 10 10 8 6 4 2

14 児童虐待対応等における関係機関との連携について A 10 10 8 6 4 2

15
事故防止や不審者対策、災害に備えての体制作り（避難訓練、防
災マニュアルの作成、職員研修等）

A 10 10 8 6 4 2

135 135 108 81 54 27

医療機関が運営する病児対応型の病児保育施設 15

医療機関以外の社会福祉法人等が運営する病児対応型の病児保育
施設

10

病後児対応型の病児保育施設 0

2 月曜日から土曜日まで開所している（年末年始、盆を除く） B 5

3
1日の開所時間を10時間以上設定している（月曜日から金曜日の
み）

B 5

4
児童の静養又は隔離の機能を有する観察室又は安静室が2室以上あ
る

B 5

5 給食の提供がある B 5

6
保育室について十分なスペースが確保されている
※評価基準面積＝利用定員×3.3㎡

B 5

7
観察室又は安静室について十分なスペースが確保されている
※評価基準面積＝1室×3.3㎡

B 5

8 駐車場及び駐輪場が確保されている B 5

9 経営状況
事業を継続的に運営できる資金計画となっている
事業を安定的に運営できる経営基盤・経営能力がある

B 5

10 運営実績 病児・病後児保育を含む保育事業等の運営実績がある B 5

11 予約管理 予約・キャンセル等についてICTが導入済又は導入可能 B 5

65

200

評価

審査委員採点（基礎点）合計Ⓐ

加算点合計Ⓑ

審査点合計（Ⓐ＋Ⓑ）

審査項目 審査の視点
重要
度

配点
又は
加算
点

全体計画

業務全般

実施体制

1 運営形態 A

審
査
委
員
採
点
（
基
礎
点
）

加
算
点
（
担
当
者
入
力
）

実施施設
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（６）選定対象除外事項

応募事業者が次のいずれかに該当する場合は、受託候補者の選定の対象から除外、又は受託

候補者の決定を取り消すものとする。

また、契約締結後に、次のいずれかに該当することが明らかになった場合には、当該契約を

解除する。

①提出書類の記載内容に虚偽があったとき

②受託候補者又は受託候補者の代理人、その他の関係者が選定に関して不当な要求を行った場

合、又は、当該申請において、関係職員に対して、選定されるように個別に接触した場合

③書類提出後に事業計画書の内容を変更した場合（やむを得ない変更であると市長が認める場

合を除く。）

④その他、受託候補者の申請等に関して不正な行為があったと市長が認めた場合

（７）申請の辞退

申請を辞退する場合には、市へ速やかに辞退届（任意様式）を提出すること。

７ 契約の締結

（１）「６ 審査及び選定に関する事項」に従い、受託候補者を決定後、当該候補者と契約協議

を行う。ただし、当該交渉が不調のときは次点者を受託候補者として契約協議を行う。

（２）契約書は、仕様書、提案書及び前掲の契約協議に基づいて決定する。

（３）契約締結にあたっては、受託者は宮崎市財務規則（平成元年規則第１号）第１０５条１項

の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。ただし、同規則第１０５条第１項各号

に該当するときは免除とする。

８ 関係法令等の遵守

本事業の受託にあたっては、仕様書のほか、次に掲げる法令・規定等を遵守すること。なお、委

託契約期間中にこれら法令・規定等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

・社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

・宮崎市情報公開条例（平成１４年条例第３号）

・宮崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２８号）

・宮崎市行政手続条例（平成８年条例第３３号）

・宮崎市財務規則(平成元年規則第１号)

・宮崎市病児保育事業実施要綱

・労働関係法令

・消防関係法令

・その他運営に適用される法令

９ その他の特記事項

（１）事業の継続が困難となった場合の措置
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①受託者の責めに帰すべき事由による場合

受託者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は委託契約を

解除することができる。その場合、市に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。

また、次期受託者が円滑に、かつ支障なく、病児保育業務を遂行できるよう、引継ぎを行う

ものとする。

②当事者の責めに帰すことができない事由による場合

不可抗力等、市及び受託者双方の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難

になった場合、事業継続の可否について双方で協議するものとする。一定期間内に協議が調

わない場合は、市は委託契約を解除することができる。

なお、次期受託者が円滑に、かつ支障なく、病児保育業務を遂行できるよう、引継ぎを行う

ものとする。

（２）契約書に定めのない事項が生じた場合の措置

市と受託者は誠意をもって協議のうえ、取り決めるものとする。

１０ 問い合わせ先

宮崎市子ども未来部保育幼稚園課 施設給付係（市役所本庁舎１階）

【電 話】０９８５－２１－１７７４

【ＦＡＸ】０９８５－２７－０７１２

【E-mail】10jidou-hoiku@city.miyazaki.miyazaki.jp


